
 

掲示資料 

 

岡山管理センター管内庁舎等施設保守管理業務に係る入札参加希望者の 

    公募及び技術資料の提出について 

 

 標記について、公募型指名競争入札方式により、業務発注を行うこととしたので、入札

参加希望者は、下記要領により技術資料を提出されたく公募します。 

 

 平成２０年 ２月 1５日 

          本州四国連絡高速道路株式会社 

          岡山管理センター 

             所 長   中 川  勉 

 

記 

 

１ 業務の概要 

（１）業 務 名  岡山管理センター管内庁舎等施設保守管理業務 

（２）業務場所  岡山県都窪郡早島町ほか 

（３）業務内容   本州四国連絡高速道路株式会社岡山管理センター管内庁舎等の建築     

物環境衛生管理技術者としての業務を行うとともに、庁舎、料金所、     

電気室、ＳＡ・ＰＡ休憩施設、宿舎等の建築設備、空調換気設備、給     

排水設備、衛生設備、電気設備、消防設備等の点検及び水槽清掃、水     

質検査、害虫防除、環境測定を行う。 

（４）業務概要 １）請負者は、建築物環境衛生管理技術者免状を有する技術者１名を選     

任し、本業務に従事させる。この者は、別添に示す施設保全点検員Ａ     

に該当するものでなければならない。 

          本州四国連絡高速道路株式会社は、この者を本業務の特定建築物の     

建築物環境衛生管理技術者として選任し、行政機関に届け出る。建築     

物環境衛生管理技術者は、本業務の計画調整を行う他、下記の点検等     

業務も行うことができる。 

２）請負者は、別表－１対象設備・作業一覧表，別表－２点検頻度・作

業内容一覧表の点検等業務を行う。 

点検等については法令に定められた資格者が点検等を行うものとす 

る。 

（５）履行期間  平成２０年 4 月 1 日から平成 2１年 3 月 31 日 

 

 

２ 技術資料等の提出を求める対象者に関する事項 

  技術資料等の提出を求める対象者は、次のすべての事項に該当する者とする。 

（１）本州四国連絡高速道路株式会社における平成 18・19・20 事業年度物品購入契約

等有資格のうち「各種設備等の保守・点検管理」のＡまたはＢの資格を有し、岡山管

理センター登録している者。 

（２）下表に示すように、平成 10 年度以降（過去 10 年間）に元請けとして完了した同

種業務の実績を有すること。 

同種業務
過去10年以内に延べ床面積3,000㎡以上の建築物の建築物環境

衛生管理技術業務を実施した実績があること。 

 

１／５ 



 

（３）建築物環境衛生管理技術者免状を有するもので、平成 10 年度以降（過去 10 年間）  

に前記２（２）表の同種業務に１年以上従事した経験を有する技術者を選任可能であ  

ること。 

 

 

３ 技術資料等の作成及び提出に係る事項 

（１）技術資料作成要領等の交付方法 

   技術資料作成要領は、入札参加希望者に無料で次により交付する。 

  ①交付期間 平成２０年 ２月 1５日（金曜日）から平成２０年２月 2５日（月曜日）

までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前 10 時から正午まで及び

午後１時から午後４時まで 

  ②交付場所 〒701-0304 岡山県都窪郡早島町早島２９８５番地 

        本州四国連絡高速道路株式会社 岡山管理センター 総務課 

        TEL０８６－４８３－１１００（内線２２２３） 

（２）技術資料の提出方法 

   技術資料は、技術資料作成要領に示す様式及び留意事項に基づき作成し、下記の提

出期間内に直接提出場所に持参することにより提出するものとし、郵送又は電送  

によるものは受け付けない。 

     なお、受付時に簡単なヒアリングを実施するので、技術資料の内容を理解し、説  

明ができる者が持参すること。 

  ①提出期間 平成２０年２月１５日（金曜日）から平成２０年２月 2５日（月曜日）

までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前 10 時から正午まで及び

午後１時から午後４時まで 

  ②提出場所 ３（１）②に同じ 

 

 

４ 入札予定時期 

  平成２０年３月２８日（金） 

 

 

５ その他 

  手続きに関する問い合わせ先は、３（１）②に同じ。 
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別添 

【施設保全点検員Ａの資格】 

施設保全点検員Ａは、表－Ａに示す卒業後の年数及び表－Ｂに示す専門職種の実務経験

を共に満足するものとする。 
 

表－Ａ 卒業後の年数 

卒業後の年数 

卒業区分 資   格 
大学卒業後 高校卒業後 

高専・専門、

短大卒業後

卒業した者 １２年以上 １６年以上 １４年以上

表－Ｃの技術士の資格を有する者 ７年以上 １１年以上 ９年以上

機械、電気、

水道・衛生等

の関連学科 表－Ｃの技術士以外の資格を有する者 ８年以上 １２年以上 １０年以上

表－Ｃの技術士の資格を有する者   ９年以上 １３年以上 １１年以上関連学科以外 

表－Ｃの技術士以外の資格を有する者  １０年以上 １４年以上 １２年以上

 

表－Ｂ 専門職種の実務経験 

専門職種の実務経験 

卒業区分 資   格 
大学卒業後 高校卒業後 

高専・専門、

短大卒業後

卒業した者 ９年以上 １３年以上 １１年以上

表－Ｃの技術士の資格を有する者 ２年以上 ６年以上 ４年以上

機械、電気、

水道・衛生等

の関連学科 表－Ｃの技術士以外の資格を有する者 ５年以上 ９年以上 ７年以上

表－Ｃの技術士の資格を有する者   ４年以上 ８年以上 ６年以上関連学科以外 

表－Ｃの技術士以外の資格を有する者  ７年以上 １１年以上   ９年以上

 

表－Ｃ 資格 

職  種 資         格 

技術士 機械部門 

機 械 
技術士以外 

１級管工事施工管理技士、消防設備士(甲種)、１級機械保全技能士、

建築物環境衛生技術者、浄化槽管理士のいずれか、もしくはこれらと

同等の資格の取得者 

技術士 電気・電子部門 

電 気 
技術士以外 

１級電気工事施工管理技士、第３種電気主任技術者、第１種電気工事

士のいずれか、もしくはこれらと同等の資格の取得者 

技術士 水道部門・衛生工学部門 

水道・衛生 
技術士以外 

作業環境測定士、衛生工学衛生管理者、建築設備検査資格者のいずれ

か、もしくはこれらと同等の資格の取得者 
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別表－１ 対象設備・作業一覧表 

 

場  所 区  分 

建築 

 

設備 

空調 

換気 

設備 

給排

水 

設備

衛生

 

設備

電気

 

設備

消防

 

設備

水槽

 

清掃

水質 

 

検査 

害虫 

 

防除 

環境

 

測定

備 考

早島ＩＣ 

管理ｾﾝﾀｰ 

庁舎棟 

ポンプ室 

車庫 

倉庫 

電気室 

ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ 

(ｶﾙﾊﾞｰﾄ含む) 

○ 

 

 

 

 

○ 

○ ○ 

○ 

 

 

 

○ 

 ○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ ○ ○ ○ 特定 

建築物 

 

早島本線 

料金所 

料金所棟 

ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ 

(ｶﾙﾊﾞｰﾄ含む) 

○ 

○ 

○  

○ 

 ○ ○ 

○ 

     

粒江ＰＡ 

上り 

便所棟 ○ ○ ○ ○ ○       

粒江ＰＡ 

下り 

便所棟 ○ ○ ○ ○ ○       

水島ＩＣ 料金所棟 

ポンプ室 

車庫 

資料倉庫 

雑機材庫 

電気室 

薬剤庫 

ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ 

(ｶﾙﾊﾞｰﾄ含む) 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ ○ 

○ 

 ○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○     

鴻ノ池 

ＳＡ上り 

便所棟 ○ ○ ○ ○ ○       

鴻ノ池 

ＳＡ下り 

便所棟 ○ ○ ○ ○ ○       

児島ＩＣ 料金所棟 

電気室 

ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ 

○ 

 

○ 

○  

 

 

 ○ ○ 

○ 

○ 

     

倉敷宿舎 宿舎棟 

ポンプ室 

  ○ 

○ 

  ○ ○     

伊島宿舎 宿舎棟 

ポンプ室 

  ○ 

○ 

  ○ ○     

桃華寮 宿舎棟 ○ ○    ○      
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別表－２ 点検頻度・作業内容一覧表 

 

設 備 名 作   業   内   容 点検頻度 備   考 

建築設備 排水設備（樋、ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ、屋根防水）の点検・清掃 2回/年  

エアコン（ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型・ﾙｰﾑ型）の点検 2回/年 ﾌｨﾙﾀｰ清掃含む 

空調換気設備 
換気扇（ﾛｽﾅｲ換気扇、送排風機含む）の点検 

2回/年 

(1回/3ヶ月) 
ﾌｨﾙﾀｰ清掃含む 

残留塩素測定（簡易専用水道） 1回/週  

貯水槽の点検（簡易専用水道） 1回/月  

汚水ます、止水弁の点検 1回/6ヶ月  

給水ﾎﾟﾝﾌﾟ（配管類等含む）の点検 1回/年  

給排水設備 

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（配管類等含む）の点検 1回/年  

衛生設備 便器、洗面台、洗浄装置、掃除流し、ｱｸｾｻﾘｰ等の点検 1回/6ヶ月  

分電盤、配線及び配線器具全般の外観点検 1回/月 

ＳＡ・ＰＡトイレ非常通報装置 1回/月 

分電盤、配線及び配線器具全般の外観点検、電流、電

圧、絶縁測定、ﾌﾞﾚｰｶﾄﾘｯﾌﾟ試験等 
1回/年 

電気設備 

屋内照明設備、屋外照明設備全般の点検 
1回/年 

(3回/年) 

点検詳細は自家

用電気工作物保

安規定による 

作動点検、外観及び機能点検 1回/6ヶ月  

消防設備 
総合点検 1回/年  

水槽清掃 受水槽、高置水槽の清掃 1回/年  

三号イ（10項目）検査 1回/年  

三号イ（15項目）検査 1回/年  水質検査 

三号ロ検査 1回/年  

害虫防除 岡山管理センターの対象区域を実施 1回/6ヶ月  

空気環境測定 1回/2ヶ月  

環境測定 
照度測定 1回/6ヶ月  

注：設備の点検は、設備毎にそれぞれの点検実務経験を1年以上有する者が行わなければならない。 

  また、点検について法令に定めのある設備については、各々に応じた有資格者が行わなければならない。 

  なお、自家用電気工作物については、第一種電気工事士の資格者が点検を行うものとする。 

  点検頻度欄の（ ）は、ＳＡ・ＰＡの点検頻度を示す。 
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